
平成１６年２月１２日

事 務 連 絡

社団法人 日本動物用医薬品協会理事長 殿

農林水産省消費・安全局衛生管理課

薬事・飼料安全室 監視指導班長

副作用報告システムへのユーザー登録について（依頼）

現在 （社）日本獣医師会において、獣医師等による副作用の報告システム、

を作成しているところです。獣医師等から報告された副作用情報を迅速に農林

水産省から製造業者等に提供するには、当該システムに製造業者の副作用報告

担当者のデータベース（非公開）を設ける必要があることから、別添の様式に

より製造業者等の情報を整備することとしました。

お手数ですが、貴協会会員に周知の上、貴協会にて取り纏め、平成１６年３

月８日までに下記連絡先あてご提出下さいますようお願い申し上げます。

なお、別添様式は農林水産省動物医薬品検査所ホームページ

( にも掲載します。http://www.nval.go.jp)

連絡先：

農林水産省消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室

担当 角田・齋藤

千代田区霞が関１－２－１

TEL: 03-3502-8111 ex 3166)
FAX: 03-3502-8275



別添 副作用報告システムへのユーザー登録

製造・輸入業者名（和名）

製造・輸入業者名（英名）

代表者名

住所 郵便番号

都道府県名

住所

（ビル名等）

担当者 部署名（和名）

氏名

氏名（カナ）

電話番号

番号FAX

メールアドレス

注）１．住所は、本社の住所を記載してください。

２．担当者は、１つの法人で、１人だけ設定してください。同一法人で、製造業及び

輸入販売業の両方を取得している場合も同様です。

３．担当者には、農林水産省から、副作用報告があった旨のメールが最初に届くこと

となりますので、関係者と連絡が実施できる者を指定してください。また、担当者

を変更してもメールが遅滞なく届くよう、可能であれば、副作用報告専用のメール

アドレスとしてください。


